
まもろう平和 ♡ なくそう原発 in こうち 集会基調 

１．まもろう平和～戦争への道を許しません～ 

安倍政権が昨年 12 月に強行成立させた特定秘密保護法は、本年 10 月に定められた運用基

準によって 9 細目が示されたものの、秘密の拡大には何の歯止めにもならず、12 月 10 日か

ら施行されようとしています。国民の知る権利の制限はもとより、憲法にうたわれた言論の

自由そのものを弾圧する法律です。 

安倍首相は 7 月 1 日、集団的自衛権行使容認の閣議決定を行いました。これには、二つの

大問題があります。一つは、もちろん、集団的自衛権行使であり、アメリカが行う戦争には、

石波前自民党幹事長が述べたように、「地球の裏側まで」アメリカの「先制攻撃戦略」につき

従うことです。戦後 69 年、平和憲法の下で、少なくとも他国の人民を殺すことはなかった現

状と、海岸に 54 基も原発を並べた日本がアメリカの手先になって戦争をする国と見られるこ

とと、どちらが日本にとってより危険か、ということです。 

さらに重大な問題は、「立憲主義」を踏みにじることです。そもそも憲法の基本的性格と役

割は、権力者の独走を許さず、国民主権を守る「立憲主義」にあります。日本国憲法は、先

の大戦での侵略への反省と悲惨な被害の国民的体験を基礎として、「政府の行為によつて再び

戦争の起ることのないやうにすること」を国民の決意として宣言し、国の交戦権を否定して

いるのです。これを一内閣の「解釈」により変更できるとすること自体が、憲法の役割を否

定するものです。 

 また、集団的自衛権行使を可能とするならば、自衛隊は、憲法 9 条が「保持しない」と規

定した「戦力」に他ならなくなり、あとは 9 条明文改憲しかなくなります。さらに、「解釈」

によって憲法すらもねじ曲げられるのであれば、他の法律は、時の内閣の意向次第で、いか

ようにでも「法解釈の変更」で改悪できるということです。 

安倍政権は、国家安全保障戦略策定、防衛大綱見直し、武器輸出三原則に代わる「防衛装

備移転三原則」など急速に「戦争ができる国」にむけた法・政策整備を進めています。武器

輸出の解禁に加え、欠陥機オスプレイ 17 機の自衛隊への導入も計画しています。そこには、

大きな利権構造が生まれています。 

日本国憲法は、制定以来、最大の危機を迎えていると言わざるを得ません。 

 辺野古新基地建設にむけた策動も激しさを増しています。埋め立て区域を大きく上回る沖

合 2000ｍに至るブイ設置を強行し、立ち入り者には刑事罰を科すとし、現に反対行動を行う

人々を拘束しています。また、名護市長が漁港使用の許可を行わないとしていることに対し、

キャンプシュワブ内での工事を可能とするなどの対抗手段を申請しています。 

しかし、1 月の名護市長選での稲嶺氏の勝利に続き、9 月の市議選においても基地反対派が

過半数を占め、11 月の知事選でも新基地建設反対を明確にした翁長雄志さんが圧倒的な勝利

を収めました。「オール沖縄」の新基地反対の意思は明らかです。 

こうした沖縄県民の意思表明に対し、日本の国土の 0.6％に米軍基地の 74％が集中し、基

地負担を沖縄に押しつけているという現実、その最も重い基地負担に対し、最も激しくたた

かっている沖縄が、いざ戦争になれば真っ先に攻撃対象となるという矛盾に、私たち本土の

人間は正面から向き合わなければなりません。 

２．なくそう原発～原発再稼働を許さず、あらゆる原発を廃炉に～ 

 東日本大震災から 3年半が経過しました。死者は 15889名、行方不明者は 2601名にのぼり、

震災から3年半が経過してなお246000名の方が避難生活を余儀なくされています。福島では、

今年に入り「震災関連死」が直接死の数を上回りました。原発事故の悲惨さを物語っていま

す。故郷に帰る日の見通しすらたたず、心を病む人が増えています。私たちは、福島の人々

の悲嘆に心をいたさなければなりません。 

 福島第１原発は、原子炉建屋内に燃料が漏れ出す「メルトスルー」の状態にあり、冷却水



を注入することによって、なんとか温度を維持しているのであり、再び大量の放射能放出に

つながる危険性がつきまとい続けています。原子炉建屋、トレンチ内の大量の放射線物質に

よる地下水の汚染も広がり、海洋への流出も続いています。多核種除去装置（ＡＬＰＳ）や

凍土壁、地下水バイパスなどは機能せず、事故収束作業は、今後何十年もの長期にわたって

人類が経験したことのない被害、汚染とのたたかいが続きます。 

福島県の「県民健康調査」によって、103 名の子どもたちが「甲状腺癌ないしその疑い」

と診断され、1,000 名以上が経過観察が必要とされているにもかかわらず、政府は、事故の

被ばくによる今後の健康影響は「認識できない」として、被災者支援を打ち切ろうとし、年

間 20 ミリシーベルトという「放射線管理区域」と同じ放射線量の地域に「早く帰還しろ」と迫

っています。

9 月 10 日、原子力規制委員会は、川内原発 1、2 号機について、新規制基準に適合すると

する審査書を決定しました。そもそも、福島原発事故の原因究明に基づかない｢安全基準｣に

よる審査に基づき、その上、地震動や火山の影響審査もおざなりなままにです。鹿児島県の

伊藤知事は、避難計画も不充分なままに、再稼働に合意しました。安倍政権は、一刻も早い

原発再稼働を目指しています。伊方原発の審査も進められています。高知県は、伊方の南東

300 ㎞に県土のほぼすべてが存在します。ひとたび、事故が起これば、高知県民はその多く

が被災者となります。高知県民を当事者として考える県をはじめとした行政の行動が必要で

す。 

安倍政権は、｢福島原発事故の教訓を得た日本製原発は安全だ｣と原発事故さえも売り込み

の材料として、原発輸出を推進しています。ウラン濃縮や核燃料再処理技術の輸出を可能と

し、核兵器開発につながる重大な問題であり、ここにも巨大な利権構造が存在します。 

しかし、今年 5 月、関西電力・大飯原発 3，4 号機の運転差し止めを求めた訴訟で、福井地

裁は「多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いという問題を並べて論じる

ような議論に加わり、議論の当否を判断すること自体、法的には許されない。」として、人の

生存という人格権と経済論を比べること自体許されないと断じ、運転差止めを命じる画期的

判決を示しました。福島原発事故に対する政府関係者・東電役員の刑事責任を問うた｢福島原

発事故告訴団訴訟｣では、東京第 5 検察審査会が、勝俣東電元会長など３名に「起訴相当」、1

名に｢不起訴不当｣との判断を示しました。国民とその意志を受けとめた司法は、福島原発事

故の教訓と責任追及を忘れてはいません。 

核燃料サイクルはすでに破綻しています。34 トンもためたプルトニウムも膨大な核のゴミ

も行き場はありません。原発がなくても、電力不足は生じず、電気料金引き上げの必要もあ

りません。代替発電システムもすでに存在しています。原発再稼働には何らの必要性はあり

ません。 

３．衆議院選挙で安倍首相を退陣に追い込もう  

 ＧＤＰの下落などアベノミクスの破綻が明らかになっています。消費税率引き上げ、円安

による物価上昇などにより、庶民の実質収入は目減りしています。円安倒産も増えています。

アベノミクスにより国民生活は悪化しているのです。 

安倍首相は、消費税率の再引き上げを延期し、集団的自衛権関連法案提出を先送りにして、

あらゆる争点を隠した上で、12 月 14 日投票で衆議院選挙を行おうとしています。今回の解

散総選挙は、｢もっと長く総理の席に座りたい｣という安倍氏の私利私欲のためにのみ行われ

る選挙です。 

今、安倍首相の戦争をする国作り・原発推進の策動を止めるために、人々が立ち上がって

います。沖縄で、福島で、川内で、全国で声を上げ続ける人々と連帯しましょう。そして、

安倍内閣を打ち倒し、戦争も核もない日本と世界を私たちが作りましょう。


